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平成 22 年度税制改正大綱（平成 21 年 12 月 22 日閣議決定）（抄） 

 

第２章 新しい税制改正の仕組み 

２．「ふるい」、租特透明化法（仮称） 

（１）「ふるい」による租税特別措置の抜本的な見直し 

税制の中には、「租税特別措置」と呼ばれるものがあります。租税特別措置には様々

なものがありますが、その多くが特定の者の税負担を軽減することなどにより産業政

策等の特定の政策目的の実現に向けて経済活動を誘導する手段となっています。他方、

こうした租税特別措置は、「公平・透明・納得」の原則から見れば、税負担の公平の

原則の例外であり、これが正当化されるためには、その適用の実態や効果が透明で分

かりやすく、納税者が納得できるものでなくてはなりません。しかし、現状では、適

用実態がはっきりしないものや、適用件数が非常に少ないもの、導入から相当期間が

経過し役割を終えているもの、特定の業界や一部の企業のみが恩恵を受けていると思

われるものが散見されます。 

税制における既得権益を一掃し、納税者の視点に立って公平で分かりやすい仕組み

とするためには、租税特別措置をゼロベースから見直し、整理合理化を進めることが

必要です。この見直しのための「ふるい」として、「租税特別措置の見直しに関する

基本方針」と「地方税における税負担軽減措置等の見直しに関する基本方針」を定め

ました（別紙１、２参照）。租税特別措置のうち、産業政策等の特定の政策目的によ

り税負担の軽減等を行う「政策税制措置」は、現在、国税で 241 項目、地方税で 286

項目ありますが、これらの全てを「ふるい」にかけて、平成 22 年度税制改正から始

まる今後４年間で抜本的に見直します。 

見直しの初年度となる平成 22 年度税制改正では、平成 21 年度末までに適用期限が

到来する措置を中心に、各府省から拡充や見直しの要望があった項目等を含め、国税

で 82 項目、地方税で 90 項目の見直しを行いました。この結果として、国税で 41 項

目、地方税で 57 項目を廃止又は縮減することとしました。 

なお、今般適用期限を延長するとしたものについても、下記の「租特透明化法（仮

称）」の制定や地方税法の改正によりその適用実績を明らかにするとともに、政策評

価を厳格に行うこととします。



【別紙１】 

租税特別措置の見直しに関する基本方針 

 

１．見直しの対象 

 

（１）租税特別措置の見直しは、租税特別措置法に規定された措置や特例等のうち、

産業政策等の特定の政策目的により税負担の軽減等を行う措置（以下「政策税制措

置」という。）に該当するものを対象とする。 

 

（２）政策税制措置に該当するもの（現時点で 241 項目）の全てについて、今後４年

間で抜本的に見直す。各年の見直しの対象は、その年度末までに期限が到来する措

置に、期限の定めのない措置等を随時加えたものとすることを基本とする。 

 

２．見直しの方針（「ふるい」） 

 

 租税特別措置の見直しに当たっては、公平・透明・納得の税制の構築と財源確保の

要請を踏まえつつ、以下の方針により行うこととする。 

 

（１）既存の政策税制措置のうち、期限の定めのある措置については、その期限到来

時に廃止する（サンセット）。ただし、別添の「指針」に照らして合理性、有効性

及び相当性のすべてが明確に認められる措置に限り、その内容の厳格な絞込みを前

提に、原則として３年以下の期限を付して存続させることを検討する。 

  なお、別添の「指針」に照らして厳格な見直しを行った結果、実質的に同じ内容

の措置を 20 年を超えて存続させることとなる場合には、原則として、期限の定め

のない措置とすることを検討する。 

 

（２）既存の政策税制措置のうち、期限の定めのない措置については、関連する措置

を見直す場合等の適時に、別添の「指針」に照らして、その適用状況や政策評価等

を踏まえて存続の必要性を判断し、存続させる場合は、内容の厳格な見直しを行う。 

  なお、期限の定めのない措置のうち、もはや適用状況や政策評価等を踏まえた必

要性を判断する必要がなく、かつ、課税の公平原則を逸脱するものではないと明確

に認められるものについては、本則化の適否を検討する。 

 

（３）政策税制措置を新設又は拡充する場合には、スクラップ・アンド・ビルドを基

本とし、その費用対効果の見通しと検証可能性に留意しつつ、別添の「指針」を踏

まえてその緊要性を厳格に判断し、原則として、３年以下の期限を付すものとする。 



（別添） 

政策税制措置の見直しの指針（「６つのテスト」） 

 

○背景にある政策に今日的な「合理性」が認められるか 

１．法律に規定されるなど、所管官庁の政策体系の中で優先度や緊要性の高いもの

として明確に位置付けられているか。 

２．当初の政策目標が既に達成されていないか。 

 

○政策目的に向けた手段としての「有効性」が認められるか 

３．適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っていないか。 

４．政策評価法に基づく所管官庁の事後評価等において、税収減を是認するような

有効性（費用対効果）が客観的に確認されているか。 

 

○補助金等他の政策手段と比して「相当性」が認められるか 

５．同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合に、適切かつ明確

に役割分担がなされているか。 

６．適用実態などからみて、その政策目的を達成するための政策手段として的確で

あり、かつ、課税の公平原則に照らし、国民の納得できる必要最小限の特例措置

となっているか。 

 

※上記の「合理性」、「有効性」、「相当性」の検証に当たっては、存続期間が比較的長

期にわたっている措置（10 年超）や適用者数が比較的少ない措置（２桁台以下）等

については、特に厳格に判断する。 


